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人口と世帯数
（平成21年7月１日現在）

人　口　8,131人（－23）
　男　　4,092人（－12）
　女　　4,039人（－11）
世帯数　2,920世帯（  0）

（　）内は前月比

主 な 内 容

交通災害共済の加入について… ………………2P
予防接種・乳児相談について… ………………3P
医療保険証の更新について… …………………7P
議会だより… ………………………… 11〜17P

　６月 28 日（日）に第 28 回長生支部消防操法大会が、
長柄町役場で開催され、長生郡市内からポンプ車操法の
部に７部、小型ポンプ操法の部に 11 部が出場しました。
　長柄町からはポンプ車操法の部に、第２分団１部（中
野台・上野・入地宮前・西山・山之郷）及び第３分団２
部（鴇谷・立鳥・針ヶ谷・日吉団地）が出場しました。
　結果は、第２分団１部が４位、第３分団２部が５位で
した。連日の厳しい訓練の成果を発揮してくれました。

いざという時、
　わたしたちの生命・財産を守るため
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任期満了に伴い、固定資産評価審査委員会委員に柴﨑元俊氏が議会の同意を得て再選されました。
柴﨑氏は平成12年 6月に選任されて以来、委員としてご活躍をいただいております。なお、今回の任期
は平成24年6月までの3年間です。

固定資産評価審査委員会委員
柴﨑元俊 氏再選される

自衛官募集相談員に
式田三公氏が委嘱される 

　交通災害共済は、利益を目的としない住民相互の共済制度
で、公共団体が運営している安心・有利な制度です。年間
700円の掛金で、交通事故にあった場合に最高 150万円の見
舞金が支払われます。ご家族そろっての加入をお勧めします。
詳しくは、自治会を通じて配布したパンフレットをご覧くだ
さい。
年 会 費　700円
共済期間　�平成 21年９月１日から平成 22年８月 31日まで

の１年間
見舞金の対象となる事故
　�自動車やオートバイなどによる人身事故で、自動車安全運
転センターから交通事故証明書が発行された事故
見舞金の額
　・死亡見舞金　150万円
　・傷害見舞金　２万円~50万円
　　　　　　　　（入院・通院実日数に応じて）
　・身障見舞金　50万円（身体障害等級１級又は２級）
　・交通遺児見舞金　１人につき 10万円
申込期日　８月 21日㈮まで
注意事項
　①�長柄中学校生徒の一部（希望者）と町内の保育所、幼稚園、
小学校の園児・児童の全員は、すでに６月１日から集団
会員として加入していますので、重複しないようにご注
意ください。（重複しての加入はできません。）

　②�パンフレット・申込書は、自治会に加入されている方は
自治会長から配布されます。

� �自治会に加入されていない方は、役場総務課総務企画班
（2階）までお願いします。

【採用予定人員】
　一般行政職初級（若干名）

【受験資格】
　昭和 60年４月２日から平成４年４月１日までに
生まれた方で、学歴を問いません。

【試験日及び試験会場】
　（１）期日　平成 21年９月 20日㈰
　（２）会場　長柄町役場

【受付等】
　（１）申込書の配布
　　　�７月中旬から長柄町役場２階　総務課　総

務企画班で配布します。
　　　�※郵送を希望する場合は、封筒の表に「採

用試験申込書請求」と朱書きし、Ａ４サイ
ズの返信用封筒に郵便番号、住所、氏名を
記入し 120円切手を貼り付け同封してくだ
さい。

　（２）受付期間及び時間
　　　平成 21年８月３日㈪から８月 14日㈮まで
　　　�月曜日から金曜日の午前９時から午後５時

まで

交通災害共済加入のお知らせ 平成22年4月1日付け採用の
職員を募集

　式田三公氏（上野）が６月１日付けで町長・自衛隊千葉地方協
力本部長から自衛官募集相談員に委嘱されました。
　自衛官募集相談員は、自衛官志願者に関する情報の提供や、地
方協力本部の行う募集のための一般的広報活動を援助していただ
ける方です。

問い合わせ先
　　総務課 総務企画班☎35-2111

申込・問い合わせ先
　　総務課 総務企画班☎35-2111
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各保育所で入所前のお子さんを対象に、ふれあい広場を行います。
親子で　にこにこ　わくわく！！　是非あそびに来てください。

日　時：三島野保育所（わくわくランド）
　　　　　８月６日（木）午前10時から11時まで
　　　　長柄保育所（にこにこひろば）
　　　　　８月７日（金）午前10時から11時まで
テーマ：縁日ごっこ
内　容：お買い物ごっこ

※園庭開放　毎月10日（長柄・三島野保育所）午前10時から11時まで
　　　　　　雨天・土日・祝日は中止します。

・場所は町保健センターで実施します。
…予防接種について
・予防接種は接種３〜７日前までに予約が必要です。住民課健康福祉班へご連絡ください。
　※三種混合（ジフテリア、破傷風、百日せき）は個別接種です。
　対象の方には、別途個別接種の受け方をお送りいたしますので、詳しくはそちらをご覧ください。
・今年度から保護者以外の方が同伴する場合は、委任状（住民課健康福祉班窓口で配布）が必要です
ので、必ず事前にご連絡ください。

次の方は予防接種を受けることができません。

・予診票、母子健康手帳を忘れた方
・保護者以外の方が同伴され、委任状をお持ちでない方
・日本脳炎の場合、同意書を忘れた方
・約１か月以内にかぜや突発性発疹などの病気にかかられた方で、かかりつけの医師に接種してよ
いかどうか確認をしていない方

…乳児相談について
・乳児相談は対象の方へ１か月前に個別通知しています。同封の問診票に記入してお持ちください。
・乳児相談は対象の方以外でもお越しいただくことができます。（生後４か月児〜13か月児ぐらいま
で）

　また電話でも随時相談を受け付けています。
・ご相談、ご質問、ご不明な点等がありましたら下記までご連絡ください。

日時 受付時間 対象者 持ち物

乳 児 相 談 8月20日㈭ 13:00~13:15（4か月児）
13:45~14:00（7・12か月児）

生後 4か月児、7か
月児、12か月児、そ
の他、希望者

母子健康手帳、問診票、
バスタオル

予防接種・乳児相談のお知らせ

問い合わせ先　住民課 健康福祉班　☎35-2414

問い合わせ先　長柄保育所　☎35-3102　三島野保育所　☎35-4310

★子育てふれあい広場（保育所）のお知らせ★

８月５日㈬に予定していました予防接種（BCG）は、対象者がいないため中止になりました。



4

農業委員会では、７月１日から９月30日までを農地パトロール強化月間として農業委員が無断転用・遊休農地
（耕作放棄地）の防止対策のため、町内全域の監視活動を行います。
無断で許可を受けずに農地を転用したり、当初の転用計画どおりに転用していない場合には、県と町農業委員会
が工事等の中止を指導し、元の農地に復元させることがあります。（農地法第83条の２）
これに従わない場合は、３年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。（農地法第92条）
農地違反転用発見状況（平成 20年度中）
土 � 砂 � 等 土 砂 等 産 廃 住 宅 事務所等 そ の 他 合　　 計
発� � 見� � 件� � 数 ２ ２
是 正 済
件 数

追認許可 ２ ２
原状回復

是 正 指 導 中 件 数
※「土砂等」、「産廃」とは、土砂等あるいは産業廃棄物による農地の埋め立て又は投棄をいう。
※「事務所等」とは、事務所・工場・倉庫等で、住宅以外の建築物による違反転用をいう。
※「その他」とは、駐車場・資材置場等で、土砂等・産廃・住宅・事務所等以外の違反転用をいう。
農地転用（農地を農地以外の用途に供する場合）される方は、農地転用の許可申請を農業委員会へ提出されるよ
うお願いいたします。

農地の所有者を含めて違反転用者には厳しい措置がとられます。

問い合わせ先　農業委員会　☎35-4447

問い合わせ先　事業課 地域整備班　☎35-2114

問い合わせ先　長生健康福祉センター　☎22-5167　事業課 地域整備班　☎35-2114

長柄町設置型浄化槽整備事業についてお知らせします。
事 業 の 内 容
　この事業は、町が事業主体となり合併浄化槽を設置し、
利用者が町へ使用料金を納めることにより維持管理を行う
事業です。《農業集落排水事業対象区域・町営住宅・ふる
里村を除く全地域》
　また、個人が設置した合併浄化槽（要件を満たすもの）

を町へ寄付した場合においても、町が設置した合併浄化槽
と同様に維持管理します。
　特に、既設の単独浄化槽については、法改正により合併
浄化槽への転換が努力義務となりましたので、早めに転換
することをお勧めします。

①犬・猫の引取り場所

　※いずれも土、日、祝日は除きます。
　※受付時間を厳守のこと。
　※町での引き取りはしていません。

長生健康福祉センター（長生保健所）の犬・猫の引取りについて
②犬について
　�飼い犬については、毎週水曜日 14:20から 14:40までに、時
間厳守で長生健康福祉センターに連れて行ってください。
　�捨て犬については、捕獲してあれば、平日 15:00までに保
健所に、連絡し引取りに来てもらってください。

　�※緊急については 15:00過ぎでも引取りが可能です。（電話
相談）

③猫について
　�飼い猫については、毎週水曜日 14:20から 14:40までに、時

間厳守で長生健康福祉センターに連れて行ってください。
　�捨て猫については、小さい子猫なら引取りが可能ですが、
大きくなった野良猫は引取りができません。

　＊捨て子ねこ等は無料
④犬猫以外について（死骸も含）
　�犬及び猫の捕獲器にかかった犬猫以外（猪・イタチ・ハク
ビシン等）の、引取りはできません。

　そのまま逃がすか別の場所で逃してください。
　�死骸は飼い主が処分してください。また、道路上での死骸
及び飼い主不明の死骸等は、役場の事業課地域整備班まで
電話で連絡してください。

⑤飼い犬・飼い猫の引き取りが有料になりました。
　�平成 18年 6月 1日から飼い犬・飼いねこの引き取りが有料
になりました。

　生後 91日以上の犬、ねこ�…… 1頭につき� 2,000円
　生後 91日未満の犬、ねこ�…… 1頭につき� 400円
⑥引取り手続きについて
　�長生健康福祉センター（長生合同庁舎 2階）で書類を記入
する。（印鑑持参）
　�その後犬及び猫は 14:50に来る引取車に飼い主立会いによ
り引取ります。

※詳しい説明は下記へお問い合わせをしてください。　

本年度は 40 基を受付けます。お早めの申請を！

引取り場所 曜　日 受付時間
長生健康福祉センター 水曜日 14:20~14:40☎0475-22-5167　茂原市茂原1102-1
千葉県動物愛護センター 月〜金曜日 9:00~17:00☎0476-93-5711　富里市御料709-1

犬・猫の引取り関係について
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問い合わせ先　住民課 保険住民班　☎35-2113　千葉県社会保険事務所　☎043-242-6328

定額給付金の申請はお済みですか？

★�全額免除または一部免除された期間（月数）については保険料を納付した場合に比して下記の割合で計算されます。免
除または若年者納付猶予（学生納付特例も同様）を受けた期間の保険料は10年以内であれば追納できます（期間によ
り加算金がつく場合があります）。
　◎…全額免除→ 1/2（注 1）　　◎半額免除→ 3/4（注 3）　　◎ 3/4免除…→…5/8（注 2）　　◎ 1/4免除…→ 7/8（注 4）

　　（注１）H20年度分までは 1/3　（注 2）H20年度分までは 1/2　（注 3）H20年度分までは 2/3　（注 4）H20年度分までは 5/6
　��（例）全額免除期間が 120月の場合は年金額計算の際、120×1/2＝60月と取り扱われます。
★未納の場合の保険料は免除等と違い2年以内しか納付できませんので御注意ください。

免除
（全額免除・一部免除）

申請

被保険者本人及び世帯主・配偶者の前年中所得が概ね下表を下回る場合に申請により保
険料の納付が全額または一部免除されます。
※一部免除については、免除されなかった保険料を納付しなかった場合は未納扱いとな
りますので御注意ください！

　所得が少ないなど、国民年金保険料（21年度月額 :14,660円）を納めることが経済的に困難な場合には、申請により
保険料の納付が免除又は猶予される場合があります。平成 21年度の申請は今月から受け付ています。免除申請には、
被保険者本人又は配偶者・世帯主の本年 1月 1日時点での住所地での前年中の所得情報が必要になります。保険料を未
納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金や万一の場合の障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができなくなり
ますので、保険料を納めることが難しい方は、まずは下記の申請をしてください。
◎…昨年以前に全額免除・若年者納付猶予の継続審査を希望した方は特段の申請の必要はありませんが、前回申請後、厚
生年金加入等で国民年金資格を喪失したことがある場合には再度申請が必要です。

【所得基準】 全�額�免�除 （扶養親族等の数+1）× 35万円+22万円 月々の保険料 0円
4分の 3免除 78万円+（扶養親族等の数× 38※万円）＋社会保険料控除額等 月々の保険料 3,670円
半�額�免�除 118万円+（扶養親族等の数× 38※万円）＋社会保険料控除額等 月々の保険料 7,330円
4分の 1免除 158万円+（扶養親族等の数× 38※万円）＋社会保険料控除額等 月々の保険料 11,000円
※�扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは 48万円、特定扶養親族であるときは 63万円。

※�失業された方については、所得に関係なく該当する場合があります。その場合、下記の書類が必要となります。
◎…雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票　　　◎退職証明書+住民税納税通知書（特別徴収→普通徴収）

若年者納付
猶予申請

被保険者が３０歳未満の場合で本人・配偶者の所得が一定以下の場合に申請により保険料の納付が猶予さ
れます。ただし若年者納付猶予された期間は年金の受給資格月数にはなりますが年金額には反映されま
せんので御注意ください。

平成21年度国民年金保険料免除申請を受け付けています!
〜御家族の方でも行うことができます!〜

　町では、定額給付金の申請書を発送し、4月から申請を受け付けています。まだ申請していない方は、お早めに申請してく
ださい。申請の方法については、申請書に同封のチラシをご覧ください。町ホームページ（下記）でもご覧になれます。
　なお、申請書が届いていない方は、お問い合わせください。

定額給付金給付をかたった振り込め詐欺等に注意してください。
定額給付金支給に際し、町役場などが、
　●ATM(金融機関等の現金自動預払機)の操作をお願いすること
　●「定額給付金」のために手数料の振込を求めること
　は、絶対にありません。
　※申請後に申請書等に不明な点があった場合は、町役場から問い合わせすることがあります。
不審な電話等がありましたら、下記または茂原警察署（☎22-0110）までお問合わせください。

定額給付金に関するお問い合わせ
長柄町役場総務課総務企画班　　　　☎35-2111
ホームページ　http://www.town.nagara.chiba.jp/new/teigakukyuufu.pdf

10 月８日㈭まで受付中
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国民健康保険証・高齢受給者証・長寿（後期高齢者）
医療保険者証の更新が行われます！

◎�今、お持ちの国民健康保険証、70~74歳の方がお持ちの高齢受給者証、75歳以上の方の長寿（後期高齢
者）医療保険証は7月末で有効期限を迎え更新を行います。ほとんどの方の更新は、7月中旬から下旬にか
けて簡易書留による郵送で行われます。
◎�国民健康保険証については国民健康保険税のお支払状況によっては、住民課保険住民班窓口へおいでいただ
いた上での更新となる場合があります。なお、更新においでいただけなかったり、全く御連絡をいただけな
かった場合は資格証明書の発行となる場合があります。

◎�限度額適用認定証・標準負担額減額認定証をお持ちの方も７月末が有効期限になります。所得条件により該
当となる方には申請書を同封しますので、届きましたらお早目にお手続きください。

7 月は

問い合わせ先　住民課 保険住民班　☎35-2113

　65~74歳の方のみで構成される世帯に属する方の国民健康保険税と75歳以上の方の長寿（後期高齢者）医療
保険料については受給されている年金からの特別徴収（天引き）のほか預貯金口座からの引き落とし（口座振
替）もできるようになりました。
　10月分の年金特別徴収（天引き）を中止し、口座振替に切り替える場合の期限は７月31日（金）までとなっ
ておりますのでご希望の方は役場保険住民班窓口にてお手続ください。

年金からの特別徴収か口座振替による納付のいずれかが選択できます
国民健康保険税・長寿（後期高齢者）医療保険料

問い合わせ先　国民健康保険税については　　　総務課 税務班　　　☎35-2112
　　　　　　　長寿医療保険料については　　　住民課 保険住民班　☎35-2113

▼　▼　▼
不明な点がございましたら、

 ◆ご注意
・口座振替納付への変更については確実に保険料を納めて頂ける方に限らせて頂きます。また変更後の

納付に支障が生じた場合は年金天引きへ戻させていただきます。
・納付書での納付には変更できません。

※特別徴収から口座振替に切り替えた場合、確定申告等の当該保険税（料）の社会保険料控除は実際
に支払った方が行ないますので所得税・住民税の負担に変動が生じる場合があります。

◎資格証明書とは◎

　�資格証明書は、医療機関で保険診療は受けられますが一旦全額自己負担となります。そのうえで
後日住民課保険住民班窓口で保険者負担分について払い戻しを受けます。なお、国民健康保険税の
お支払状況によっては払い戻しを差し止め、充当させていただく場合もあります。

引き続き「年金からの天引き」をご希望の場合は手続きの必要はありません。
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問い合わせ先　総務課 総務企画班　☎35-2111

ながらこども園　保護者説明会を開催しました。

◀◀ 蜂（はち）の駆除・防除について ▶▶

　来春開園予定の認定こども園について、去る 6月 23日（火）、30日（火）、7月 1日（水）の 3日間、3つの会場
で保護者説明会を行いました。
　説明会には、現在就園されている子どもを持つ保護者の方のほか、町外の私立幼稚園に通園中の方、また在宅で
保育をされている方など、育児・子育て世代 147名の皆様にお集まりいただきました。

　春から秋にかけて、蜂等の活動が活発になります。
　町では、蜂の巣の駆除等は行っておりませんので、蜂の防除・駆除でお困りの方は、下記へお問い合わせく
ださい。（作業は有料となります。）
蜂から身を守るために注意すること
①�蜂は黒くて動くものに攻撃する性質があります。蜂がいそうな場所に近づく時は、白っぽい服を着て、帽子
をかぶることをお勧めします。
②�蜂が発する「カチ、カチ」という音は、それ以上近づいたら攻撃するという警告音です。慌てずに遠ざかっ
てください。
　また、足音の振動や大声に対しても攻撃してきますので、注意してください。
蜂に刺されたときの対処
　速やかに毒液を取り除くことが大切です。刺された部分をつまみ、絞り出しながら水で洗い流してください。
その後、抗ヒスタミン軟膏を塗ってください。
　応急処置が済みましたら、すぐに最寄の病院で診察を受けてください。

お集まりいただいたみなさん………お忙しい中貴重な時間をいただきありがとうございました。
来月は、この説明会に出席された皆さんからいただいた、ご意見やご感想を掲載する予定です。

いただいた主な質問
◇短時間児の 3歳児保育は出来ないか？
◇病児保育について
◇園児服はどうなるか？
◇クラス編成はどうなるか？
◇園児バスの送迎時間は？
◇こども園の申込みはいつから？
◇バスは朝・夕どちらか一方でも可か？
◇カリキュラムの内容は？いつ知らされるか？
◇長時間児の定員の考え方は？
◇１年だけ通わせるのに揃えるものがあるか？水上幼稚園

三島野保育所 長柄保育所

問い合わせ先　千葉県病害虫防除協同組合　☎043-221-0064
 ㈱リプラ工営（長柄町鴇谷）☎35-5181
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おいしく作って食べて健康おいしく作って食べて健康
食生活改善推進員コーナー

　梅雨も明け本格的な陽射しが注ぐ７月は、太陽の光を浴びた元気でみずみずしい野菜が出回ります。夏はこ
れからですので、冷たいものばかりでなくお野菜からもきちんと栄養をとって、バテない体づくりをしましょう。

今回は、にがうりの料理をご紹介いたします。
　にがうりの独特の苦み（ククルビタシン、モモルデシチンなど）は、活性酸素の生成を抑制する抗酸化
物質の一つで、動脈硬化の予防効果があるといわれています。
　ツナと豆腐、卵を組み合わせるチャンプルーは、それぞれの栄養素が補い合う完全食。豆腐は消化吸収
にすぐれており、夏の疲れた胃には嬉しい食材です。

＊作り方＊
①にがうりは両端を少し切り落として縦半分に切り、種とワタをとり薄く切る。
②フライパンに油を熱し、一口大にちぎった豆腐を入れ、両面を焼いて取り出しておく。
　フライパンに①を入れ、さっと炒め、しょうゆと酒を入れて炒める。
③②に豆腐とツナを戻し入れて炒め、かつおぶしを加えて混ぜる。
④③に溶いた卵を回し入れ、大きく混ぜ半熟状態で火を止める。

＊材　料（４人分）＊
	 にがうり	 …………… １/2本
	 豆腐（木綿）	 ……… １丁
	 ツナ缶（小）	 ……… １缶
	 卵	 …………………… ２個
	 しょうゆ、酒	 ……… 各大さじ１
	 削り節	 ……………… 適宜
	 サラダ油	 …………… 大さじ１

“旬”を食べましょう !!
〜 旬のものは、ビタミンやミネラルなどが多く
　　　　　　栄養価がたかいのに値段が安めです 〜

食生活改善推進員
（鴇谷地区）
関　ムツ子

にがうりのツナ入りとうふチャンプルー

問い合わせ先　自衛隊 茂原地域事務所　☎25-0452

問い合わせ先　住民課 健康福祉班　☎35-2414

防衛省では、次のとおり自衛官を募集しています。
募集種目 応募資格 受付期間 試験期間 合格発表 入（校）隊 待遇・その他

航 空 学 生
（パイロット）

高卒（見込含）21歳
未満の者

8月1日〜
9月11日

1次：9月23日 1次：10月9日

平成22年3月下
旬〜4月上旬

入隊後約6年で3等
海・空尉（幹部）
に昇任

2次：10月17日〜22日 2次：（海）11月9日
　　　（空）11月5日

3次：11月14日〜
　　　　　12月18日 最終：22年1月22日

一般曹候補生 18歳以上27歳未満 8月1日〜
9月11日

1次：9月19日 1次：10月2日 平成22年3月下
旬〜4月上旬

入隊後2年9月経過
以降、選考により
3等陸・海・空曹
に昇任

2次：10月8日〜
　　　　　15日の1日 最終：11月11日

2 等
陸 海 空 士

男
子
平成22年3月高等
学校等卒業予定者

8月1日〜
9月11日 受付時にお知らせします 試験時にお知らせします 平成22年3月下旬

から4月上旬 陸上（技術系を
除）は2年。陸上
（技術系）、海
上、航空は3年を1
任期で勤務

女
子18歳以上27歳未満 8月1日〜

9月11日 9月27日・28日 最終：11月13日 平成22年3月下旬
から4月上旬

男
子18歳以上27歳未満 年間を通じて

行っています 受付時にお知らせします 試験時にお知らせします 採用予定通知書でお知らせします
※応募資格・条件を満たしていれば、各種募集種目の「併願受験」は可能です。

自衛官を募集

にがうりの苦みは特に外の濃い
緑色のいぼいぼとワタの部分が
強いので、ワタをていねいに取
りましょう。
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夏
季
は
、
少
年
が
解
放
感
か
ら
非
行
に
走
っ

た
り
、
家
出
を
し
て
児
童
買
春
を
は
じ
め
と

す
る
福
祉
犯
罪
な
ど
の
被
害
に
遭
う
ケ
ー
ス

が
多
く
な
り
ま
す
。
警
察
で
は
、
少
年
を
犯

罪
の
被
害
者
に
も
加
害
者
に
も
さ
せ
な
い
た

め
に
、

○
非
行
に
至
る
前
の
早
期
発
見
・
早
期
保
護

を
目
的
と
し
た
、
深
夜
は
い
か
い
や
喫

煙
・
飲
酒
な
ど
を
繰
り
返
す
不
良
行
為
少

年
に
対
す
る
街
頭
補
導
活
動
の
強
化

○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者
に
対
す
る
フ
ィ

ル
タ
リ
ン
グ
機
能(

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の

過
激
な
性
や
暴
力
な
ど
の
有
害
・
違
法
情

報
に
少
年
が
ア
ク
セ
ス
出
来
な
い
よ
う
に

す
る
機
能)

の
推
奨

○
児
童
買
春
・
児
童
ポ
ル
ノ
法
違
反
の
取
り

締
ま
り
や
、
有
害
図
書
な
ど
を
収
納
し
た

自
動
販
売
機
に
対
す
る
監
視
の
強
化

な
ど
、
少
年
の
「
非
行
防
止
」
と
「
保
護
」

の
両
面
に
わ
た
る
対
策
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
少
年
セ
ン
タ
ー
で
は
、
お
子
さ
ん

の
こ
と
や
学
校
の
こ
と
で
悩
ん
で
い
る
方
か

ら
の
電
話
相
談
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

︿
ご
相
談
の
問
い
合
わ
せ
は
こ
ち
ら
へ
﹀

○
少
年
セ
ン
タ
ー　

ヤ
ン
グ
・
テ
レ
ホ
ン

　

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

　

０
１
２
０
︲
７
８
３
４
９
７

　

月
～
金
曜
日
︵
除
祝
日
︶

　

８
時
30
分
～
17
時
30
分

　

今
年
も
７
月
24
日
︵
金
︶
か
ら
26
日
︵
日
︶

ま
で
の
間
、
茂
原
七
夕
ま
つ
り
が
開
催
さ
れ

ま
す
。

　

多
く
の
人
出
が
予
想
さ
れ
、
人
も
車
も
大

変
混
雑
し
ま
す
。
市
内
に
は
駐
車
場
が
少
な

い
の
で
車
で
の
お
越
し
は
な
る
べ
く
ご
遠
慮

く
だ
さ
い
。
や
む
を
得
ず
車
を
ご
利
用
さ
れ

る
方
は
、
七
夕
ま
つ
り
に
伴
う
交
通
規
制
を

守
り
、
指
定
さ
れ
た
駐
車
場
に
駐
車
し
ま
し
ょ

う
。
路
上
駐
車
は
や
め
ま
し
ょ
う
。
楽
し
い

お
祭
り
に
す
る
た
め
に
、
皆
さ
ん
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

本
県
で
は
、
平
成
20
年
中
、
水
の
事
故
で

29
人
の
方
の
尊
い
命
が
犠
牲
に
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
原
因
の
ほ
と
ん
ど
が
「
ち
ょ
っ
と

し
た
油
断
」
で
す
。

　

次
の
こ
と
に
注
意
し
て
、
楽
し
く
遊
び
ま

し
ょ
う
。

○
遊
泳
禁
止
日
や
遊
泳
禁
止
場
所
で
は
泳
が

な
い
。

○
子
供
か
ら
目
を
離
さ
な
い
。

○
疲
れ
て
い
る
と
き
や
飲
酒
し
た
と
き
は
泳

が
な
い
。

○
自
分
の
技
術
を
過
信
し
な
い
。

○
雷
光
や
雷
鳴
の
と
き
は
泳
が
な
い
。

○
水
上
オ
ー
ト
バ
イ
や
ウ
イ
ン
ド
サ
ー
フ
ィ

ン
な
ど
で
遊
ぶ
と
き
は
、
遊
泳
区
域
内
に

乗
り
入
れ
な
い
。

等
、
周
囲
の
安
全
を
十
分
確
認
し
、
監
視
の

行
き
届
い
た
遊
泳
区
域
内
で
楽
し
く
泳
ぎ
ま

し
ょ
う
。

少
年
の
非
行
防
止
・
犯
罪
被
害

防
止
と
有
害
環
境
の
浄
化

茂
原
七
夕
ま
つ
り
の
開
催
に
つ
い
て

水
の
事
故
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
！

〜　渡れそう　今なら行けるは　もう危険　〜

　７月 20日（月）から 31日（金）まで夏の交通安全
運動が実施されます。
　この時期は、夏休みに入った子どもたちが解放感か
ら誘発される事故や、夏の行楽シーズンによる交通量
の増加など、交通事故が多発すると予想されています。
皆さんも日頃から、交通ルールの遵守と正しい交通マ
ナーを実践することを習慣付け、交通事故防止に心が
けましょう。
　また、運動期間中は町交通安全協会の協力により町
内３箇所の交差点で午後５時〜６時まで街頭指導を実
施いたします。

　「広報ながら」に
　  有料広告を掲載しませんか
掲載期間
平成 21年７月号から平成 22年３月号まで
広告の規格
１号広告（縦 5㎝×横 18㎝）・２号広告（縦５㎝×横９㎝）
掲載料
１掲載号１枠につき、1号広告　10,000円・2号広告　
5,000円
掲載位置
紙面下端（広報後半部分に掲載予定）
申込方法
　所定の申請用紙に必要事項を記入し、次の書類を添
えてお申込みください。
①�業務内容などを明らかにする書類（会社案内、パン
フレットなど。）

②画像は各自作成し、データにより提出してください。
※詳しくは、長柄町ホームページをご覧ください。
　申請の際には、必ず「長柄町広報ながら有料広告掲
載取扱要綱」をお読みください。
申請用紙は、長柄町ホームページからダウンロードし
てください。

問い合わせ先　総務課 税務班　☎35-2112

募  集 夏の交通安全運動実施

運動の重点目標

１．子どもと高齢者の交通事故防止
２．全ての座席のシートベルトとチャイルドシート
の正しい着用の徹底

３．自転車の安全利用の推進
４．飲酒運転の根絶と速度超過など悪質・危険な運

転の防止

h.makino
画像
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視
覚
障
害
児
と
関
わ
り
の

あ
る
関
係
者
対
象

場
所　

千
葉
県
立
千
葉
盲
学
校　

〒
２
８
４
︲
０
０
０
１

四
街
道
市
大
日
４
６
８
︲
１

�
０
４
３
︲
４
２
２
︲
０
２
３
１

�
０
４
３
︲
４
２
４
︲
４
５
９
２

問
合
わ
せ
・
申
込
先

電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で　

県
立
千

葉
盲
学
校
（
担
当　

田
中
、
森
）

ま
で

都
市
農
村
交
流
セ
ン
タ
ー
か
ら

の
お
知
ら
せ

◎
プ
ー
ル
オ
ー
プ
ン

流
水
プ
ー
ル
と
幼
児
プ
ー
ル
が
あ

り
ま
す
。

開
園
予
定
期
間

７
月
18
日
㈯
〜
８
月
31
日
㈪

午
前
９
時
〜
午
後
４
時
ま
で

料
金
大
人
６
０
０
円
・
中
高
生

４
０
０
円
・
子
供
３
０
０
円
（
３

歳
以
上
）

◎
昆
虫
ド
ー
ム
オ
ー
プ
ン

　

図
鑑
で
見
た
あ
の
カ
ブ
ト
虫
を

観
察
し
て
、
さ
わ
っ
て
、
育
て

て
、
大
感
動
！

　

昆
虫
ド
ー
ム
は
親
子
で
楽
し
め

る
自
然
の
教
科
書
で
す
。

開
園
予
定
期
間

７
月
18
日
〜
毎
日

午
前
９
時
〜
午
後
４
時
ま
で

入
園
料
２
０
０
円
（
３
歳
以
上
）

ご
家
族
連
れ
で
お
出
で
下
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

長
柄
町
都
市
農
村
交
流
セ
ン
タ
ー

�
３
５
︲
０
０
５
5
ま
で

千
葉
県
生
涯
大
学
校
外
房
学
園

作
品
展
示
会

開
催
日
時　

平
成
21
年
８
月
21
日

㈮
午
前
10
時
〜
８
月

24
日
㈪
午
後
４
時
ま

で

開
催
場
所　

千
葉
県
生
涯
大
学
校

外
房
学
園
（
茂
原
市

小
轡
３
１
９
︲
１
番

地
）

展
示
内
容　

各
科
（
園
芸
、
陶

芸
、
生
活
、
福
祉
）

の
企
画
作
品
、
体
験

コ
ー
ナ
ー
、
ク
ラ
ブ

活
動
作
品
及
び
各
種

イ
ベ
ン
ト
な
ど

入
場
料　

無
料

連
絡
先

千
葉
県
生
涯
大
学
校　

外
房
学
園

�
０
４
７
５
︲
２
５
︲
８
２
２
８

わ
が
家
の
犬
・
猫
写
真
コ
ン
ク
ー

ル
作
品
募
集

　

わ
が
家
の
愛
犬
・
愛
猫
の
写
真

に
コ
メ
ン
ト
を
付
け
て
応
募
し
て

く
だ
さ
い
。

　

優
秀
作
品
15
点
を
９
月
に
行
わ

れ
る
動
物
愛
護
週
間
イ
ベ
ン
ト
会

場
に
展
示
し
、
協
会
機
関
紙
に
掲

載
す
る
と
共
に
表
彰
を
行
い
ま

す
。

応
募
作
品

　

応
募
者
の
飼
育
し
て
い
る
犬
・

猫
の
写
真
３
枚
ま
で
と
し
、
し
つ

け
等
適
正
飼
育
に
つ
い
て
の
コ
メ

ン
ト
（
４
０
０
字
詰
め
原
稿
用
紙

１
枚
以
内
）
を
添
え
た
作
品
を
対

象
と
し
ま
す
。

　

写
真
サ
イ
ズ
は
Ｌ
判
（
通
称

サ
ー
ビ
ス
判
）
と
し
、
す
べ
て
の

写
真
の
裏
面
に
住
所
・
氏
名
・
電

話
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

応
募
資
格

　

県
内
に
在
住
の
者
（
プ
ロ
、
ア

マ
、
年
令
は
問
い
ま
せ
ん
）

募
集
期
間

　

平
成
21
年
７
月
１
日
か
ら
８
月

31
日
（
必
着
）
ま
で
と
し
ま
す
。

　

※
応
募
作
品
は
原
則
と
し
て
お

返
し
で
き
ま
せ
ん
。
版
権
は
協
会

に
帰
属
し
ま
す
。

応
募
先

〒
２
６
０
︲
０
０
０
１

千
葉
市
中
央
区
都
町
４
６
３
︲
３

財
団
法
人　

千
葉
県
動
物
保
護
管
理

協
会

�
０
４
３
︲
２
１
４
︲
７
８
１
４

�
０
４
３
︲
２
１
４
︲
７
８
１
８

「
求
む
、
相
棒
！
」

千
葉
県
警
察
官
募
集

試
験
職
種
（
募
集
人
員
）

◆
警
察
官
Ａ
（
男
性　

75
名
程

度
・
女
性　

15
名
程
度
）

◆
警
察
官
Ｂ
（
男
性　

１
０
０
名

程
度
・
女
性　

30
名
程
度
）

受
付
期
間　

平
成
21
年
７
月
１
日
㈬

〜
８
月
10
日
㈪

第
一
次
試
験　

平
成
21
年
９
月
20
日
㈰

資
格
加
点
制
度

　

警
察
職
務
遂
行
上
の
有
益
な
資

格
（
柔
道
・
剣
道
２
段
以
上
、
情

報
処
理
技
術
者
試
験
、
日
商
簿
記

２
級
以
上
、
英
語
・
中
国
語
・
韓

国
語
等
の
一
定
以
上
の
検
定
）
を

取
得
し
て
い
る
者
に
対
し
、
一
次

試
験
に
お
い
て
加
点
を
実
施
し
ま

す
。

問
い
合
わ
せ
先

千
葉
県
警
察
本
部
警
務
課

�
０
１
２
０
︲
７
６
４
０
３
２

（
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
）

茂
原
警
察
署　

警
務
課

�
０
４
７
５
︲
２
２
︲
０
１
１
０

交
通
事
故
の
無
料
相
談

　

日
本
損
害
保
険
協
会
で
は
、
交

通
事
故
の
解
決
で
お
困
り
の
方
の

た
め
に
、
自
動
車
保
険
の
請
求
に

つ
い
て
、
無
料
相
談
を
行
っ
て
い

ま
す
。

相
談
日
時　

毎
週
月
〜
金
曜
日
9

時
〜
17
時
（
12
時
〜
13
時
、
祝
日

除
く
）

弁
護
士
相
談　

第
１
・
２
・
３
水

曜
日　

13
時
〜
16
時
（
予
約
制
）

千
葉
自
動
車
保
険
請
求
セ
ン
タ
ー

�
０
４
３
︲
２
８
４
︲
７
９
５
５

「
千
葉
盲
学
校
サ
マ
ー
ス
ク
ー

ル
」
の
お
知
ら
せ

　

見
え
方
で
悩
ん
で
い
る
、
困
っ

て
い
る
児
童
生
徒
、
保
護
者
・
関

係
者
の
皆
さ
ん
を
対
象
に
千
葉
盲

学
校
授
業
や
拡
大
読
書
器
等
の
補

助
具
の
体
験
、
便
利
グ
ッ
ズ
、
教

材
教
具
等
の
紹
介
を
行
い
ま
す
。

日
時　

平
成
21
年
８
月
４
日
㈫

９
時
30
分
〜
14
時
40
分

児
童
・
生
徒
と
そ
の
保
護

者
、
担
任
対
象

平
成
21
年
８
月
５
日
㈬

９
時
30
分
〜
14
時
40
分

お
し
ら
せ

N
a

g
a

ra
 T

o
w

n
 In

fo
rm

a
tio

n
・

N
a

g
a

ra
 T

o
w

n
 In

fo
rm

a
tio

n
・

N
a

g
a

ra
 T

o
w

n
 In

fo
rm

a
tio

n
・

N
a

g
a

ra
 T

o
w

n
 In

fo
rm

a
tio

n
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町議会
だより

●
議
案
な
ど
の
概
要

報
告
第
１
号

　

平
成
20
年
度
長
柄
町
一
般
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
【
報
告
】

※
定
額
給
付
金
給
付
事
業
１
３
６
，
７
２
０
千
円
、
子
育
て
応
援
特

別
手
当
給
付
金
事
業
３
，
１
９
４
千
円

町
道
１
１
０
６
号
線
及
び
町
道
２
０
０
４
号
線
の
道
路
改
良
工
事

１
０
，
０
０
０
千
円
、
長
柄
小
学
校
及
び
日
吉
小
学
校
の
合
併
浄
化

槽
設
置
事
業
４
５
，
２
６
５
千
円
、
旧
昭
栄
中
学
校
の
校
舎
解
体
工

事
２
６
，
０
０
０
千
円
を
繰
越
し
た
も
の
で
す
。

議
案
第
１
号

　

長
柄
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
【
可
決
】

※
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
が
平
成
21
年
４
月
１
日

か
ら
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
改
正
、
及
び
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

に
関
し
、
対
象
被
保
険
者
へ
の
徴
収
方
法
を
一
部
見
直
す
改
正
で
す
。

議
案
第
２
号

　

人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
…
【
適
任
】

※
任
期
満
了
に
伴
い
、
尾
髙 

正
男
氏
（
再
任
）
を
推
薦
す
る
こ
と
が

適
任
と
決
定
し
ま
し
た
。

議
案
第
３
号

　

人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
…
【
適
任
】

※
任
期
満
了
に
伴
い
、
青
木 

博
一
氏
（
新
任
）
を
推
薦
す
る
こ
と
が

適
任
と
決
定
し
ま
し
た
。

同
意
第
１
号

　

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
【
同
意
】

※
任
期
満
了
に
伴
い
、
柴
崎 

元
俊
氏
（
再
任
）
を
選
任
す
る
こ
と
に

同
意
し
ま
し
た
。

請
願
第
１
号

「
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の
堅
持
に
関
す
る
意
見
書
」
採
択
に

関
す
る
請
願
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
【
採
択
】

請
願
第
２
号 

「
国
に
お
け
る
平
成
22
（
２
０
１
０
）
年
度
教
育
予
算
拡
充
に
関
す

る
意
見
書
」
採
択
に
関
す
る
請
願
……
…
…
…
…
…
…
…
…
【
採
択
】

●
追
加
日
程　

請
願
が
採
択
さ
れ
、
追
加
日
程
で
議
員
発
議
案
（
意
見
書
）

が
上
程
さ
れ
、
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

発
議
案
第
１
号

　

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の
堅
持
に
関
す
る
意
見
書

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
【
可
決
】

発
議
案
第
２
号

　

国
に
お
け
る
平
成
22
（
２
０
１
０
）
年
度
教
育
予
算
拡
充
に
関
す

る
意
見
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
【
可
決
】

平
成
21
年
長
柄
町
議
会
定
例
会
第
２
回

（
６
月
18
日
）

平
成
21
年
第
２
回
議
会
定
例
会
は
、
６
月
18
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

提
出
さ
れ
た
議
案
等
は
、
報
告
１
件
、
議
案
３
件
、
同
意
１
件
、
請
願
２
件
が
原
案
の
と
お
り
可
決
・
承
認
・
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

続
い
て
、
議
員
発
議
案
（
意
見
書
）
２
件
が
上
程
さ
れ
、
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

添付資料
①

添付資料
②
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温
暖
化
対
策
と
し
て
太
陽
光
発
電
に
つ
い
て

問
近
年
、
世
界
中
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
地
球
温
暖
化
対
策
と
し
て
太
陽
光
発
電
を
町
へ
普
及

さ
せ
た
い
が
、
高
価
な
製
品
で
あ
る
た
め
、
合
併
浄
化
槽
同
様
に
町
で
補
助
負
担
が
出
来
る
か

ど
う
か
伺
い
た
い
。

答
近
年
、
世
界
的
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
二
酸
化
炭
素
に
代
表
さ
れ
る
温
室
効
果
ガ
ス
に
よ
る

地
球
温
暖
化
対
策
の
１
つ
と
し
て
、
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
直
接
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
変
換
す
る

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。

　

国
で
は
平
成
20
年
度
か
ら
住
宅
用
の
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
の
設
置
に
関
す
る
補
助
制
度
を

復
活
さ
せ
て
お
り
、
全
国
的
に
は
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
独
自
の
補
助
金
制
度
を
導
入
し
た

と
こ
ろ
も
あ
る
。

　

千
葉
県
内
で
は
、
千
葉
市
を
始
め
大
規
模
な
住
宅
の
存
す
る
９
市
が
支
援
を
始
め
て
お
り
、

町
村
部
で
は
今
の
と
こ
ろ
な
い
。

　

本
町
と
し
て
も
、
今
後
環
境
に
配
慮
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
重
要
課
題
と
と
ら
え
、
県
内
市
町

村
の
動
向
を
参
考
と
し
、
政
策
的
、
財
政
的
な
見
地
か
ら
、
ど
こ
ま
で
の
支
援
が
出
来
る
か
検

討
し
た
い
。

高
齢
者
と
子
ど
も
の
世
代
交
流
活
動
に
つ
い
て

問
最
近
、
県
内
外
の
自
治
体
で
良
い
傾
向
で
活
動
し
て
い
る
の
が
世
代
交
流
活
動
で
、
高
齢
者

が
持
つ
知
識
や
経
験
を
生
か
し
、
児
童
と
交
流
授
業
を
し
て
い
る
。
長
柄
町
で
も
こ
の
よ
う
な

交
流
活
動
が
可
能
か
。
も
し
可
能
で
あ
れ
ば
来
年
４
月
に
完
成
す
る
「
こ
ど
も
園
」
の
一
室
に

設
け
る
こ
と
が
出
来
る
か
、
若
し
く
は
ふ
さ
わ
し
い
場
所
が
あ
る
か
ど
う
か
伺
い
た
い
。

答
世
代
間
の
交
流
活
動
は
、
互
い
に
持
っ
て
い
る
能
力
や
知
識
・
技
能
な
ど
の
交
流
・
継
承
、

文
化
の
発
展
に
大
き
な
学
習
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
と
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　

子
ど
も
た
ち
は
、
特
に
、
生
活
能
力
や
職
業
観
な
ど
は
、
豊
富
な
知
恵
や
技
を
持
つ
親
世
代

や
高
齢
世
代
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
多
く
、
他
人
へ
の
思
い
や
り
や
感
謝
の
心
な
ど
、
子
ど
も
た
ち

の
豊
か
な
人
間
性
が
育
ま
れ
る
も
の
で
す
。

　

本
町
で
は
、
既
に
小
学
校
、
保
育
所
、
幼
稚
園
は
実
施
し
て
お
り
、
小
学
校
低
学
年
で
は
福

祉
セ
ン
タ
ー
を
訪
問
し
、
物
語
の
音
読
、
昔
遊
び
等
、
高
学
年
で
は
独
居
老
人
へ
の
鉢
花
の
プ

レ
ゼ
ン
ト
、
正
月
飾
り
の
作
り
方
等
、
伝
統
・
文
化
を
、
保
育
所
で
は
長
柄
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
で

子
ど
も
た
ち
の
歌
や
遊
戯
等
を
披
露
、
ま
た
幼
稚
園
で
は
地
区
社
協
主
催
の
福
祉
交
流
会
に
て

歌
や
合
唱
の
披
露
又
餅
つ
き
等
の
後
、
会
食
を
行
な
い
、
交
流
を
深
め
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
ど
も
園
の
一
室
に
世
代
間
交
流
が
出
来
る
施
設
を
設
け
る
こ
と
が
可
能
か
と
の
こ

と
で
す
が
、
「
こ
ど
も
園
」
で
も
、
世
代
間
交
流
活
動
を
実
施
し
て
い
き
た
い
。

ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
コ
ン
サ
ー
ト
長
柄
に
つ
い
て

問
次
の
件
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

①
預
か
り
敷
金
の
５
，
０
０
０
万
円
は
契
約
上
、
ど
ん
な
位
置
づ
け
だ
っ
た
の
か
。

②
５
，
０
０
０
万
円
は
ど
の
よ
う
に
配
分
さ
れ
る
の
か
。

③
町
は
５
，
０
０
０
万
円
を
定
期
借
地
契
約
上
、
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

④
会
社
の
債
務
は
い
く
ら
あ
っ
た
の
か
。

⑤
町
の
債
権
は
ど
の
く
ら
い
あ
っ
た
の
か
。

⑥
ど
う
し
て
、
建
物
を
町
に
無
償
譲
渡
さ
れ
た
の
か
。

答
敷
金
５
，
０
０
０
万
円
の
位
置
づ
け
は
、
借
主
の
債
務
の
履
行
を
担
保
す
る
も
の
で
、
定
期

借
地
権
の
合
意
解
約
に
あ
た
り
、
町
の
債
権
と
エ
ス
グ
ラ
ン
ド
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
債
務
を

相
殺
し
、
残
金
を
エ
ス
グ
ラ
ン
ド
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
へ
返
還
し
た
も
の
で
あ
り
、
債
権
の
放

棄
は
一
切
な
い
。

　

次
に
、
エ
ス
グ
ラ
ン
ド
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
無
償
譲
渡
を
申
し
入
れ
た
理
由
に
つ
い
て

は
、
契
約
上
、
町
へ
土
地
を
返
還
す
る
と
き
は
、
原
状
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
明
記
さ

れ
て
い
る
。
民
事
再
生
手
続
き
中
の
会
社
に
そ
の
能
力
は
な
く
、
こ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
無

償
譲
与
を
申
し
出
て
き
た
も
の
と
推
察
す
る
。

　

５
，
０
０
０
万
円
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て
で
す
が
、
債
権
を
相
殺
し
処

理
し
た
残
金
を
返
還
し
た
こ
と
で
あ
り
、
債
権
の
放
棄
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
会
社
の
債
務
に
つ

い
て
は
、
公
開
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
平
成
20
年
9
月
30
日
現
在
で
１
９
１
億
３
，

７
０
０
万
円
で
す
。

　

長
柄
町
の
債
権
の
内
容
で
す
が
、
中
途
解
約
に
お
け
る
違
約
金
と
し
て
1
年
分
の
賃
料
と
し

一
　
般
　
質
　
問

古
坂
　
勇
人
議
員

大
岩
　
芳
治
議
員
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て
、
１
，
８
５
１
万
６
６
０
円
、
未
納
賃
料
と
し
て
平
成
21
年
1
月
か
ら
5
月
15
日
ま
で
の

６
９
１
万
６
，
６
１
７
円
で
す
。

　

町
の
債
権
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
無
償
譲
与
さ
れ
た
建
物
に
つ
い
て
県
税
未
納
に
よ
り
差
押

解
除
の
た
め
、
２
２
６
１
万
６
，
８
０
０
円
を
返
還
し
、
残
り
１
９
５
万
５
，
９
２
３
円
を
未

納
町
税
分
の
一
部
に
充
て
、
合
計
５
，
０
０
０
万
円
で
す
。
現
在
は
、
全
て
の
町
税
が
収
納
さ

れ
、
未
納
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
コ
ン
サ
ー
ト
長
柄
の
建
物
の
売
却
に
つ
い
て

問
次
の
件
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

①
買
い
取
る
会
社
（
株
）
ア
ー
ル
・
エ
フ
と
は
ど
の
よ
う
な
会
社
な
の
か
、
営
業
内
容
を
聞

き
た
い
。

②
昨
年
の
営
業
実
績
と
前
期
の
売
上
高
は
い
く
ら
か
。

③
設
立
年
月
日
は
い
つ
で
、
社
員
は
何
人
い
る
の
か
。
ま
た
、
資
本
金
は
い
く
ら
か
。

④
こ
の
よ
う
な
契
約
に
至
っ
た
経
緯
を
聞
き
た
い
。

⑤
こ
の
よ
う
な
重
要
な
問
題
を
議
会
前
に
、
な
ぜ
説
明
し
な
か
っ
た
の
か
。

答
（
株
）
ア
ー
ル
・
エ
フ
が
後
継
事
業
者
と
な
っ
た
経
緯
で
す
が
、
エ
ス
グ
ラ
ン
ド
コ
ー
ポ

レ
ー
シ
ョ
ン
の
民
事
再
生
手
続
き
が
開
始
さ
れ
、
無
償
譲
渡
が
提
案
さ
れ
た
時
か
ら
新
た
な
事

業
者
の
誘
致
を
図
っ
て
き
た
結
果
、
後
継
事
業
者
と
し
て
名
乗
り
を
上
げ
て
頂
き
、
交
渉
過
程

で
新
た
な
事
業
を
展
開
す
る
に
は
、
早
急
に
事
業
の
着
手
が
出
来
る
よ
う
に
と
の
条
件
が
あ

り
、
時
間
的
な
制
約
も
あ
っ
た
中
で
、
町
企
業
対
策
委
員
会
の
了
解
を
得
て
、
先
の
臨
時
議
会

で
財
産
の
処
分
を
議
決
し
て
い
た
だ
い
た
。

　

買
い
取
る
会
社
の
営
業
内
容
で
す
が
、
会
社
登
記
簿
謄
本
に
よ
れ
ば
教
育
研
修
業
務
の
請
負

及
び
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、
ホ
テ
ル
、
旅
館
等
宿
泊
施
設
の
経
営
、
事
業
再
生
支
援
及
び
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
、
飲
食
店
の
経
営
、
不
動
産
売
買
、
賃
借
、
仲
介
、
管
理
及
び
運
用
等
々
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。

　

営
業
実
績
に
つ
き
ま
し
て
は
、
設
立
か
ら
1
年
で
、
こ
れ
か
ら
本
格
的
な
事
業
展
開
が
行
わ

れ
る
と
思
い
ま
す
。
設
立
は
、
平
成
20
年
4
月
28
日
で
社
員
6
名
、
資
本
金
は
１
，
０
０
０
万

円
で
す
。

　公
文
書
に
つ
い
て

問
次
の
件
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

①
公
文
書
の
取
り
扱
い
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

②
情
報
公
開
条
例
に
基
づ
き
、
公
開
し
て
文
書
を
第
３
者
に
見
せ
た
の
か
。

③
文
書
の
中
に
、
個
人
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
個
人
情
報
保
護
法
と
の
関
係
は
ど
の
よ

う
に
な
る
の
か
。

答
公
文
書
の
取
り
扱
い
は
、
長
柄
町
文
書
取
扱
規
程
に
よ
り
行
っ
て
い
る
。

　

次
に
、
情
報
公
開
条
例
は
、
町
民
の
請
求
に
応
じ
て
町
が
持
っ
て
い
る
文
書
を
公
開
す
る
も

の
で
、
町
長
、
教
育
委
員
会
、
選
挙
管
理
委
員
会
、
監
査
委
員
会
、
農
業
委
員
会
、
固
定
資
産

評
価
審
査
委
員
会
及
び
議
会
を
実
施
機
関
と
い
い
、
そ
の
実
施
機
関
に
対
し
、
保
有
す
る
公
文

書
を
必
要
と
す
る
と
き
に
、
見
た
り
、
写
し
を
取
る
こ
と
が
出
来
る
制
度
で
あ
る
。

　

ま
た
、
個
人
情
報
保
護
法
制
度
と
は
、
町
が
持
っ
て
い
る
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
具
体
的

な
ル
ー
ル
を
定
め
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
な
ど
の
権
利
利
益
を
侵
害
し
な
い
よ
う
に
す
る
も

の
で
、
情
報
の
性
格
上
あ
る
い
は
請
求
内
容
に
よ
っ
て
は
、
応
じ
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
る
。

　

そ
の
他
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
答
え
る
べ
き
事
柄
で
は
な
い
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
き
た

い
。

認
定
こ
ど
も
園
の
建
設
事
業
に
つ
い
て

問
次
の
件
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

①
設
計
会
社
を
ど
う
し
て
変
え
た
の
か
。

②
幼
保
一
元
化
か
ら
こ
ど
も
園
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
。

③
１
０
０
年
に
一
度
と
云
わ
れ
る
経
済
危
機
の
中
で
、
急
い
で
こ
ど
も
園
を
造
る
理
由
は
。

④
指
名
競
争
入
札
を
採
用
し
た
の
は
な
ぜ
か
。

⑤
住
民
説
明
会
を
開
催
し
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

⑥
維
持
管
理
費
は
い
く
ら
か
。
ま
た
、
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
を
作
ら
れ
た
の
か
。

⑦
町
長
が
、
こ
ど
も
園
は
20
年
30
年
後
、
良
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
と
発
言
さ
れ
た
理
由

は
。

⑧
予
算
面
で
、
町
が
独
自
の
負
担
は
い
く
ら
か
。

答
計
画
当
初
は
4
・
5
歳
児
の
幼
稚
園
、
保
育
所
の
子
ど
も
た
ち
を
一
つ
の
場
所
に
集
め
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
部
屋
で
別
々
に
教
育
・
保
育
を
行
う
こ
と
を
想
定
し
て
い
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
施

設
の
一
体
化
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
認
定
こ
ど
も
園
は
、
幼
稚
園
と
保
育
所
が
現
行
の
法
的
な
位
置
づ
け
を
保
持

し
た
ま
ま
、
そ
の
機
能
を
拡
大
す
る
こ
と
で
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
柔
軟
な
対
応
が
で
き
る

よ
う
に
創
設
さ
れ
た
制
度
で
あ
り
、
本
町
の
場
合
は
、
0
歳
児
か
ら
3
歳
児
ま
で
は
従
来
ど
お

大
野
　
和
男
議
員
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り
の
保
育
を
し
、
4
・
5
歳
児
に
は
幼
稚
園
児
・
保
育
所
児
の
分
け
隔
て
な
く
、
同
じ
教
室
で

一
元
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
よ
り
教
育
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
初
計
画
の
段
階
か
ら
幼
保
の
通
常
保
育
施
設

と
の
併
設
を
検
討
し
て
お
り
、
認
定
こ
ど
も
園
に
変
更
し
た
た
め
に
、
後
か
ら
付
加
さ
れ
た
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
基
本
計
画
は
、
こ
れ
ら
提
案
さ
れ
た
在
宅
保
育
者
の
支
援
関
係
や
廃
校

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
な
ど
、
全
国
的
な
視
点
か
ら
、
幼
保
と
子
育
て
支
援
の
ニ
ー
ズ
を
と
ら
え
、
全

国
展
開
し
て
い
る
総
合
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
の
能
力
を
発
揮
さ
れ
、
本
計
画
の
基
礎
が
作

り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
一
つ
一
つ
が
現
在
の
計
画
に
生
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
た

が
っ
て
無
駄
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
と
い
う
こ
と
で
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

次
に
「
１
０
０
年
に
一
度
の
経
済
危
機
の
中
で
急
い
で
つ
く
る
理
由
」
と
い
わ
れ
て
お
り
ま

す
が
、
こ
の
こ
ど
も
園
の
計
画
は
、
何
年
も
前
か
ら
準
備
し
、
来
年
4
月
の
開
園
を
目
標
と
し

て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。
経
済
危
機
を
理
由
に
先
延
ば
し
す
る
考
え
は
持
ち
合
せ
て
お
り
ま
せ

ん
。

　

ま
た
、
わ
た
く
し
の
全
協
で
の
挨
拶
で
「
20
年
・
30
年
先
を
見
据
え
た
長
柄
町
の
人
づ
く
り

で
あ
る
」
と
申
し
上
げ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
そ
の
理
由
は
」
と
聞
か
れ
て
お
り
ま
す
が
、
共

通
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
「
今
を
生
き
て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
教
育
・
保
育
に
は
待
っ
た
が
な

い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

今
、
こ
こ
に
い
る
就
学
前
の
子
ど
も
た
ち
の
教
育
や
保
育
の
環
境
は
、
こ
の
ま
ま
で
も
「
そ

れ
な
り
」
の
程
度
は
見
か
け
保
っ
た
ま
ま
継
続
可
能
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
我
々
大
人
が

一
歩
踏
み
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
良
い
育
ち
の
環
境
に
変
え
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

は
地
域
の
責
任
と
し
て
与
え
て
あ
げ
た
い
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
の
育
ち
の
過
程
で
、
「
学
ぶ
こ
と
や
遊
ぶ
こ
と
、
ま
た
感
じ
る
こ
と
」
な
ど
、

今
し
か
で
き
な
い
こ
と
を
当
た
り
前
に
、
且
つ
計
画
的
に
体
験
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
20
年

後
、
30
年
後
に
そ
の
成
果
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

実
施
設
計
の
委
託
に
あ
た
っ
て
は
、
今
回
大
規
模
改
造
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
昭
栄
中
特

別
教
室
棟
の
設
計
を
平
成
4
年
に
担
当
し
た
榎
本
建
築
設
計
事
務
所
に
委
託
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
委
託
料
は
無
駄
な
く
機
能
し
て
い
る
か
と
の
こ
と
で
す
が
、
オ
オ
バ
で
は
基
本
的
な

コ
ン
セ
プ
ト
を
打
ち
出
し
、
榎
本
建
築
設
計
事
務
所
で
は
、
そ
の
コ
ン
セ
プ
ト
の
も
と
に
構
造

や
意
匠
関
係
に
至
る
一
連
の
詳
細
設
計
を
実
施
し
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
設
計
会
社
が
持
っ
て

い
る
知
識
や
情
報
、
経
験
を
本
事
業
に
活
か
し
た
も
の
で
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
必
要
な
も
の
で

あ
り
ま
す
。

　

次
に
、
入
札
関
係
に
つ
い
て
で
す
が
、
5
月
臨
時
会
で
も
ご
説
明
い
た
し
ま
し
た
と
お
り
、

一
般
競
争
入
札
と
し
た
場
合
、
十
分
な
工
事
期
間
の
確
保
が
で
き
な
い
な
ど
の
た
め
指
名
競
争

入
札
と
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
住
民
説
明
会
に
つ
い
て
は
平
成
16
年
4
月
に
、
幼
保
と
中
学
校
の
二
つ
の
統
合
事
業

に
つ
い
て
の
説
明
を
し
て
あ
り
ま
す
し
、
広
報
で
も
お
知
ら
せ
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
は
、
二
つ
の
保
育
所
と
水
上
幼
稚
園
の
保
護
者
、
加
え
て
就
学
前
児
童
を
持
つ
保
護
者

の
方
々
に
説
明
し
て
参
り
ま
す
。

　

維
持
管
理
費
に
つ
き
ま
し
て
は
、
予
算
編
成
時
の
段
階
で
ご
審
議
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

ま
た
、
こ
ど
も
園
の
予
算
は
一
般
会
計
予
算
の
一
部
で
あ
り
、
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
を
つ
く
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

予
算
面
で
長
柄
町
独
自
の
負
担
が
い
く
ら
に
な
る
か
は
、
補
助
金
、
起
債
等
、
国
・
県
と
協

議
中
で
あ
り
ま
す
の
で
中
身
が
固
ま
り
次
第
ご
報
告
の
場
を
設
け
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

地
震
対
策
と
高
齢
化
社
会
の
取
組
み
に
つ
い
て

問
次
の
件
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

①
町
の
施
設
で
耐
震
化
が
必
要
な
施
設
は
あ
る
か
。
ま
た
防
災
関
係
備
品
の
確
保
は
ど
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
か
。

②
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
が
必
要
な
施
設
と
そ
の
対
策
は
。

③
個
人
住
宅
の
支
援
策
は
ど
の
よ
う
な
対
策
が
あ
る
か
。

答
昭
和
56
年
以
前
の
旧
耐
震
基
準
で
設
計
さ
れ
た
建
物
は
、
設
計
方
法
が
現
在
と
異
な
る
た
め

構
造
耐
震
指
標
を
用
い
て
耐
震
性
を
判
定
し
ま
す
。

　

構
造
耐
震
指
標
０
．
６
以
上
あ
る
建
物
は
、
震
度
６
強
程
度
の
大
地
震
に
対
し
て
も
、
建
物

が
倒
壊
や
崩
壊
す
る
危
険
性
は
低
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

昭
和
56
年
以
前
の
町
の
公
共
施
設
に
お
い
て
、
耐
震
診
断
を
実
施
し
た
の
は
、
学
校
校
舎
、

体
育
館
、
公
民
館
に
つ
い
て
実
施
し
ま
し
た
。
耐
震
診
断
の
結
果
、
日
吉
小
学
校
校
舎
が
基
準

以
下
で
し
た
の
で
、
耐
震
化
改
修
を
行
い
、
改
修
後
の
構
造
耐
震
指
標
は
０
．
７
９
と
改
善
さ

れ
た
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
建
物
に
つ
い
て
、
今
後
も
注
意
深
く
維
持
管
理
し
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
防
災
関
係
備
品
の
確
保
は
、
現
在
、
非
常
用
飲
料
水
袋
、
給
水
車
か
ら
緊
急
飲
料
水

を
災
害
地
で
受
水
す
る
大
型
容
器
で
あ
る
マ
リ
ン
テ
ナ
ー
、
毛
布
、
間
仕
切
り
段
ボ
ー
ル
、
乾

パ
ン
、
発
電
機
、
炊
き
出
し
釜
、
簡
易
ト
イ
レ
な
ど
備
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ジ
ャ
パ
ン
フ
ー

ズ
と
災
害
時
の
飲
料
の
供
給
、
緊
急
生
活
物
資
の
供
給
と
し
て
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
、
東
京
電
力
と
防
災

行
政
無
線
の
活
用
に
関
す
る
協
定
を
結
ん
で
い
ま
す
。

　

次
に
、
施
設
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
が
必
要
な
施
設
と
対
策
に
つ
い
て
は
不
特
定
か
つ
多
数
の
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人
が
利
用
す
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
等
が
円
滑
に
利
用
出
来
る
よ
う
整
備
し
て
お
り
ま

す
。

　

今
後
と
も
施
設
利
用
者
が
快
適
に
利
用
出
来
る
よ
う
に
整
備
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
、
個
人
の
住
宅
に
つ
い
て
の
支
援
策
に
つ
い
て
は
、
政
策
と
し
て
実
施
し
て
い
る
事
業

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
介
護
保
険
の
居
宅
介
護
住
宅
改
修
事
業
及
び
介
護
予
防
の
住
宅
改
修
費
支

給
制
度
に
基
づ
き
、
要
介
護
ま
た
は
要
支
援
の
認
定
を
受
け
ま
す
と
、
20
万
円
ま
で
の
住
宅
改

修
が
で
き
ま
す
。

自
然
公
園
に
つ
い
て

問
町
内
の
自
然
公
園
の
面
積
は
他
町
村
と
比
較
す
る
と
大
き
い
。
地
球
温
暖
化
や
災
害
防
止
の

観
点
か
ら
長
柄
町
の
自
然
公
園
が
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
が
、
こ
の
自
然
公
園
に
固
定
資
産
税

を
支
払
っ
て
い
る
。
時
代
背
景
か
ら
し
て
、
固
定
資
産
税
の
見
直
し
等
の
優
遇
措
置
を
国
や
県

に
要
望
す
る
考
え
は
な
い
か
伺
い
た
い
。

答
本
町
に
か
か
わ
る
自
然
公
園
つ
い
て
は
、
昭
和
41
年
3
月
8
日
に
指
定
さ
れ
た
県
立
笠
森
鶴

舞
自
然
公
園
が
あ
り
、
過
去
の
経
緯
を
振
り
返
り
ま
す
と
、
指
定
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
県
に
対

し
て
町
か
ら
の
働
き
か
け
も
あ
っ
た
と
聞
き
及
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
後
、
土
地
利
用
に
係
わ
る

規
制
に
つ
い
て
の
議
論
も
多
く
な
さ
れ
、
議
会
の
先
輩
方
の
ご
努
力
も
あ
り
規
制
の
厳
し
い
特

別
地
域
か
ら
規
制
の
緩
や
か
な
普
通
地
域
へ
の
一
部
変
更
も
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
の
質
問
の
趣

旨
が
固
定
資
産
税
の
優
遇
措
置
を
求
め
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
地
方
税
法
上
の
問
題
で
あ
る
た

め
、
極
め
て
実
現
性
の
低
い
も
の
と
考
え
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
自
然
公
園
に
指
定
さ
れ
た
大
部
分
の
土
地
が
私
有
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
他
の
方
法
で
自
然
公
園
の
土
地
利
用
の
あ
る
べ
き
姿
を
考
え
る
こ
と
は
必
要
な
こ
と
と
考

え
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
議
員
の
皆
様
と
共
に
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

老
老
介
護
の
実
態
と
行
政
の
対
応
の
在
り
方
つ
い
て

問
老
老
介
護
の
実
態
と
行
政
の
対
応
の
在
り
方
つ
い
て
伺
い
た
い
。

答
日
本
で
は
、
平
均
寿
命
の
伸
長
に
伴
い
、
要
介
護
者
の
数
が
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

厚
生
労
働
省
の
平
成
19
年
国
民
生
活
基
礎
調
査
に
よ
り
ま
す
と
、
親
族
が
同
居
し
て
在
宅
介

護
を
行
っ
て
い
る
世
帯
で
の
老
老
介
護
の
割
合
は
、
推
計
で
４
７
．
６
パ
ー
セ
ン
ト
に
上
る
と

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
高
齢
者
が
負
担
の
か
か
る
介
護
を
担
う
と
い
う
こ
と
に
は
、
多
く
の
問
題

が
あ
る
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

　

本
町
で
は
、
本
年
4
月
1
日
現
在
の
75
歳
以
上
の
人
口
が
、
１
０
３
６
人
で
、
こ
の
う
ち
、

75
歳
以
上
単
身
世
帯
が
３
１
３
世
帯
、
75
歳
以
上
の
二
人
世
帯
が
２
４
０
世
帯
、
両
方
合
わ
せ

た
人
数
は
７
９
３
人
に
上
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
、
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
世
帯
は
、
80
世
帯
、
85
人
で
す
が
、
老
老
介
護
は
、

高
齢
の
夫
婦
間
の
介
護
だ
け
で
な
く
、
親
子
間
で
の
介
護
な
ど
、
様
々
な
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す

の
で
、
実
際
は
こ
れ
よ
り
も
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

老
老
介
護
の
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
中
心
に
、
本

人
、
家
族
は
も
と
よ
り
、
地
区
民
生
委
員
や
担
当
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
か
ら
の
相
談
に
基
づ
き

随
時
対
応
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
現
在
は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
よ
り
、
65
歳
以
上
の
独
居
・
高
齢
者
の
み
の

世
帯
す
べ
て
に
つ
い
て
、
地
区
ご
と
に
訪
問
し
、
高
齢
者
世
帯
の
実
態
把
握
に
努
め
て
お
り
ま

す
。

　

な
お
、
独
居
ま
た
は
高
齢
者
の
み
の
世
帯
に
お
け
る
緊
急
連
絡
に
つ
い
て
は
、
緊
急
通
報
シ

ス
テ
ム
に
よ
り
対
応
し
て
い
ま
す
が
、
給
食
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
際
も
安
否
確
認
を
兼
ね
て
行
っ

て
い
ま
す
。

町
の
独
身
の
農
業
後
継
者
に
つ
い
て

問
長
柄
町
の
独
身
の
農
業
後
継
者
の
人
数
は
ど
の
く
ら
い
か
。
ま
た
、
そ
の
対
策
に
い
か
な
る

努
力
を
し
た
の
か
伺
い
た
い
。

答
町
の
基
幹
産
業
で
あ
り
ま
す
農
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、
農
家
戸
数
４
８
３
戸
で
あ
り
、
農
家

数
・
農
家
人
口
と
も
年
々
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
農
業
従
事
者
の
高
齢
化
と
担
い
手
の
不
足
に
つ
い
て
は
、
本
町
の
み
な
ら
ず
全
国
的

に
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

独
身
の
農
業
後
継
者
が
ど
れ
位
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
定
か
な
人
数
は
捉
え
て
お
り
ま
せ

ん
。

　

町
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
農
業
後
継
者
の
み
で
な
く
、
本
町
の
独
身
者
に
対
し
て
、
農
村
青

年
等
結
婚
相
談
所
を
設
置
し
て
お
り
、
活
発
に
活
動
し
て
お
り
ま
す
。

　

相
談
所
の
開
設
に
つ
き
ま
し
て
は
、
年
6
回
の
開
設
と
広
域
的
な
交
流
を
通
し
た
、
ふ
れ
あ

い
の
場
の
提
供
な
ど
工
夫
を
凝
ら
し
、
活
動
を
し
て
お
り
、
引
き
続
き
積
極
的
に
継
続
し
て
ま

い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

渡
辺
　
規
明
夫
議
員
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添付資料①

請願の審査結果

件　　　　　　名 請願提出者 結　果

「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する
意見書」採択を求める請願

子どもたちの豊かな育ちと学びを支援する
教育関係団体千葉県連絡会　
会長　關　英昭

採　択

「国における平成 22（2010）年度教育予算
拡充に関する意見書」採択に関する請願

子どもたちの豊かな育ちと学びを支援する
教育関係団体千葉県連絡会　
会長　關　英昭

採　択

添付資料②

議員発議（意見書）の審査結果

件　　　　　　名 提出者・賛成者 結　果

義務教育費国庫負担制度の堅持に関する
意見書

提出者　長柄町議会議員　野㟢　榮子
賛成者　長柄町議会議員　関　民之輔
　　　　　　　同　　　　吹野　美才
　　　　　　　同　　　　神崎　好功
　　　　　　　同　　　　大野　和男

可　決

国における平成 22（2010）年度教育予算
拡充に関する意見書

提出者　長柄町議会議員　野㟢　榮子
賛成者　長柄町議会議員　関　民之輔
　　　　　　　同　　　　吹野　美才
　　　　　　　同　　　　神崎　好功
　　　　　　　同　　　　大野　和男

可　決

　

三
月
三
十
一
日
、
私
達
は
香
取
郡
多

古
町
の
議
会
を
訪
問
し
、
議
会
運
営
委

員
会
と
議
会
報
編
集
委
員
会
の
様
子
を

た
ず
ね
ま
し
た
。

　

多
古
町
は
成
田
市
に
隣
接
し
人
口
は

長
柄
町
の
二
倍
の
一
万
六
千
七
百
人
余

り
、
町
は
平
野
が
つ
づ
き
稲
作
地
帯
の

様
に
見
受
け
ま
し
た
が
、
第
一
次
産
業

の
従
事
者
は
二
十
三
％
で
第
三
次
産
業

で
働
く
人
が
五
十
六
％
と
町
の
半
分
以

上
を
し
め
て
い
ま
し
た
。

　

議
会
議
員
は
十
八
名
で
常
任
委
員
会

は
、
総
務
・
文
教
・
産
業
の
三
部
門
で

そ
の
外
は
特
別
委
員
会
と
し
て
病
院
運

営
、
開
発
、
空
港
対
策
、
議
会
報
が
あ

る
と
の
事
で
し
た
。

　

議
会
運
営
委
員
会
は
別
に
独
立
し
六

名
の
委
員
に
て
構
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

各
定
例
会
の
会
期
は
お
お
む
ね
十
日

間
位
で
、
各
議
会
で
の
質
問
者
は
平
均

五
名
程
度
で
質
問
は
各
人
に
持
ち
時
間

が
あ
っ
て
、
そ
の
範
囲
内
で
行
わ
れ
る
。

何
回
で
も
一
問
一
答
方
式
で
行
っ
て
い

る
と
の
事
で
し
た
。

　

議
会
報
の
編
集
は
長
柄
町
と
同
じ

で
、
原
稿
の
依
頼
、
ゲ
ラ
刷
が
出
来
て

校
正
し
て
業
者
に
渡
し
、
発
行
は
定
例

会
の
翌
々
月
に
発
行
出
来
る
よ
う
に
し

て
い
る
と
の
事
で
し
た
。

　

議
会
報
の
創
刊
は
平
成
八
年
八
月
号

（
六
月
議
会
）
で
五
十
一
号
が
最
新
で

し
た
。

　

長
柄
町
の
議
会
報
は
平
成
三
年
第
三

回
定
例
会
か
ら
で
五
年
位
早
く
発
行
し

て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
長
柄
町
の

議
会
報
は
一
号
か
ら
六
十
三
号
迄
は
独

立
し
て
議
会
だ
よ
り
と
し
て
発
行
し
て

い
ま
し
た
が
、
第
六
十
四
号
か
ら
経
費

節
約
の
為
、
広
報
「
な
が
ら
」
と
一
緒

に
発
行
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
訪
問
に
対
し
、
議
長
さ
ん
副

議
長
さ
ん
議
会
運
営
委
員
長
さ
ん
議

会
報
編
集
委
長
さ
ん
は
じ
め
十
三
名
の

議
員
さ
ん
、
事
務
局
の
皆
様
に
は
和
気

藹
々
の
う
ち
に
お
話
合
い
が
出
来
た
こ

と
貴
重
な
体
験
を
し
た
事
を
喜
ん
で
お

り
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

紙
上
お
借
り
し
て
お
礼
申
し
上
げ
ま

す
。

議
会
報
編
集
委
員
会

（
の
ざ
き
）

議
会
運
営
・
議
会
報
合
同
研
修
視
察
に
参
加
し
て
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第
１
回
臨
時
会
は
、
５
月
18
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

提
出
さ
れ
た
議
案
等
は
承
認
２
件
、
議
案
２
件
が
提
案
さ
れ
、
原
案
の
と
お
り
可
決
・
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
21
年
長
柄
町
議
会
第
１
回
臨
時
会

（
５
月
18
日
）

●
議
案
な
ど
の
概
要

承
認
第
１
号

　

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
（
長
柄
町
税
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
【
承
認
】

※
本
年
3
月
31
日
に
公
布
さ
れ
た
地
方
税
法
等
の
一
部
改
正
等
に
伴

う
専
決
処
分
の
報
告
で
す
。

承
認
第
２
号

　

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
【
承
認
】

（
重
度
心
身
障
害
者
の
医
療
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
）

※
本
年
4
月
1
日
に
施
行
さ
れ
た
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
等
の

一
部
改
正
等
に
伴
う
専
決
処
分
の
報
告
で
す
。

議
案
第
１
号

　

契
約
の
締
結
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
【
可
決
】

※
次
の
事
業
に
つ
い
て
、
工
事
請
負
契
約
の
締
結
が
可
決
さ
れ
ま
し

た
。

契
約
の
内
容

　

事　

業　

名　
　

な
が
ら
こ
ど
も
園
建
築
工
事

　

契
約
の
金
額　
　

４
０
７
，
４
０
０
，
０
０
０
円

　

相　

手　

方　
　

長
南
町
長
南
２
４
３
１
番
地
１

　
　
　
　
　
　
　
　

株
式
会
社　

東
條
工
務
店

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

東
條
光
紀

議
案
第
２
号

　

財
産
の
処
分
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
【
可
決
】

※
次
の
財
産
を
処
分
す
る
に
当
た
り
、
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契

約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
第
３
条
の
規
定
に
よ

り
議
会
の
議
決
を
求
め
た
も
の
で
す
。

売
払
う
財
産
の
種
類

　
（
１
）
種　

類　
　

建
物
（
旧
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
コ
ン
サ
ー
ト
長
柄
）

　
（
２
）
所　

在　
　

長
柄
町
山
之
郷
字
深
谷
３
３
８
番
地
６
他

　
（
３
）
構　

造　
　

鉄
骨
造
亜
鉛
メ
ッ
キ
鋼
板
葺
平
屋
建

　
（
４
）
床
面
積　
　

１
５
，
４
９
７
．
２
４
㎡

売
払
い
金
額　
　
　

８
５
，
０
０
０
，
０
０
０
円

売
払
い
の
相
手　
　

埼
玉
県
上
尾
市
原
市
５
６
７
番
地
２

　
　
　
　
　
　
　
　

株
式
会
社　

ア
ー
ル
・
エ
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

松
崎
京
子
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今月の納税の
お知らせ

• 固定資産税 第 2 期　• 国民健康保険税 第１期
• 介護保険料 第 2 期　• 長寿（後期高齢者）医療保険料 第１期
納付期限は、７月 31 日㈮です。納め忘れのないようご注意ください。
※口座振替申し込みの方は、納付期限の前日までに口座の残高確認をお願いいたします。

　

特
定
健
康
診
査
受
診
者
の
皆
さ
ま
、
受
診
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

健
診
を
受
け
る
と
、
病
気
を
早
期
に
発
見
で
き
る
ば
か
り
で
な
く
、
病
気
の
予
防
に
も

役
立
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
返
っ
て
き
た
結
果
を
見
て
普
段
の
生
活

を
振
り
返
り
、
必
要
に
応
じ
て
見
直
す
こ
と
が
必
要
で
す
。
実
際
に
結
果
を
生
活
に
活
か

す
に
は
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
か
ご
紹
介
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
実
践
し
て
み
て
く
だ

さ
い
。

１
．
目
標
を
つ
く
る

　

ま
ず
は
、
目
標
を
つ
く
り
ま
す
。
あ
ま

り
大
き
な
目
標
は
立
て
ず
、
達
成
で
き
そ

う
な
目
標
を
つ
く
り
ま
す
。
ま
た
、
目
標

は「
半
年
後
ま
で
に
体
重
を
３
㎏
落
と
す
」

の
よ
う
に
、
後
で
達
成
で
き
た
か
ど
う
か

を
確
認
し
や
す
く
す
る
た
め
に
数
字
で
表

し
ま
す
。

２
．
計
画
を
立
て
る

　

次
に
目
標
を
達
成
さ
せ
る
た
め
の
計
画

を
立
て
ま
す
。
普
段
の
生
活
習
慣
を
振
り

返
っ
た
と
き
、
悪
い
結
果
の
原
因
に
な
っ

て
い
る
習
慣
が
見
直
し
の
必
要
な
部
分
で

す
。
計
画
は
そ
の
習
慣
の
裏
返
し
に
な
り

ま
す
。
例
え
ば
、
甘
い
も
の
を
食
後
に
必

ず
食
べ
る
と
い
う
習
慣
が
あ
る
場
合
、
計

画
は
「
甘
い
も
の
は
週
２
回
お
や
つ
の
時

間
に
食
べ
る
」
と
な
り
ま
す
。
計
画
は
、

時
間
、
期
間
、
頻
度
、
量
な
ど
を
決
め
て

お
く
と
、よ
り
実
践
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

３
．
実
践
す
る

　

ポ
イ
ン
ト
は
、毎
日
続
け
る
こ
と
で
す
。

し
か
し
無
理
に
続
け
て
ス
ト
レ
ス
を
溜
め

て
し
ま
っ
て
は
か
え
っ
て
健
康
を
損
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

　

甘
い
も
の
や
お
酒
な
ど
、
ど
う
し
て
も

我
慢
で
き
な
い
も
の
は
、
量
や
内
容
を
工

夫
し
て
上
手
に
つ
き
合
い
ま
し
ょ
う
。

　
健
診
結
果
を
生
活
に
活
か
し
ま
し
ょ
う

保
健
師
　
月
﨑
利
香

Poi
nt

無
理
せ
ず
我
慢
す
る

　
　
　
　

３
つ
の
ポ
イ
ン
ト

①
日
、
時
間
を
決
め
る

　

例　

毎
日　
　

→　

週
３
回

②
量
を
減
ら
す

　

例　

３
杯　
　

→　

１
杯

③
内
容
を
変
え
る

　

例　

日
本
酒　

→　

焼
酎

発熱･せき等の症状のある方は､マスク着用を！
　急性呼吸器症状（発熱、せき、咽頭痛、鼻水等）
で受診される患者様は、感染予防のため、必ずマス
クの着用をお願いします。
※一般医療機関を受診される際も、同様に必ずマス
クを着用してください。

　夜間急病診療所長

Total Media Solution 

広告宣伝の企画・制作・印刷の総合プロデュース

〒297-0037　茂原市早野1143  TEL 0475-22-3345  FAX 0475-22-3553
http: //www.webhobundo.com

広告・ウェブ デザイン・グラフィック デザイン   
エディトリアル デザイン・パッケージ デザイン   

サイン デザイン・印刷   
地域密着型情報誌／webメティエ・nabana 通信・nabanaクーポン

● 夜間急病診療所からのお願い ●

町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び介護保険料・
長寿（後期高齢者）医療保険料の納付は、口座振替が便利です。
この制度を利用すると、左記の金融機関の預貯金口座から振替に

よって納税することができますので、手数が少なくて済み、大変便利
です。
新たに口座振替を希望される場合は、預貯金先金融機関または役場
総務課�税務班に「口座振替依頼書」を提出してください。
「口座振替依頼書」は、役場総務課�税務班、長生農協の町内各支所、
町内のゆうちょ銀行（郵便局）に備え付けてあります。
納税義務者ごとに申し込みが必要になりますのでご注意ください。

利用できる金融機関

・長生農協
・千葉銀行
・千葉興業銀行
・京葉銀行
・みずほ銀行
・りそな銀行
・東京スター銀行
・房総信用組合
・市原市農協
・ゆうちょ銀行

納税納税 には

を

安心便利な

口 座
振 替

納税
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『
努
力
は
人
を
裏
切
ら
な
い
』

５
月
、
６
月
と
長
柄
町
の
各
小
中
学

校
の
校
長
先
生
方
に
思
い
を
語
っ
て
頂

き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。各

学
校
と
も
学
区
の
保
護
者
の
皆

様
に
は
学
校
だ
よ
り
を
発
行
し
て
い
る

わ
け
で
す
が
、
全
町
民
の
皆
様
に
校
長

先
生
の
思
い
が
伝
え
ら
れ
て
良
か
っ
た

と
思
い
ま
す
。

４
校
の
校
長
先
生
方
に
、ご
意
見︵
激

励
を
含
む
︶
を
お
寄
せ
く
だ
さ
る
こ
と

を
切
に
願
っ
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
今
月
か
ら
ま
た
私
が
担
当

し
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま

す
。あ

る
新
聞
に
校
長
の
講
話
の
記
事

が
載
っ
て
い
ま
し
た
。
次
の
様
な
も
の

で
し
た
。

２
年
生
の
お
友
達
は
鉄
棒
が
苦
手

で
、
ど
う
し
て
も
逆
上
が
り
が
出
来
ま

せ
ん
。
テ
ス
ト
が
近
い
の
で
、
そ
の
子

は
来
る
日
も
来
る
日
も
練
習
し
て
い
ま

し
た
。
そ
し
て
テ
ス
ト
の
当
日
。
順
番

が
や
っ
て
来
て
、
そ
の
子
は
足
を
振
り

上
げ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
ど
う
し
て
も
う
ま
く
で

き
ま
せ
ん
。も
う一度
挑
戦
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
鉄
棒
に
体
を
か
ら
め
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
や
が
て
そ

の
子
は
悔
し
く
て
涙
目
に
な
っ
て
来
ま

し
た
。
そ
れ
で
も
逆
上
が
り
に
挑
戦
し

よ
う
と
鉄
棒
を
握
っ
た
ま
ま
で
す
。

先
生
は
に
っ
こ
り
さ
れ
、「
も
う
い
い

で
す
よ
」
と
優
し
く
そ
の
子
の
肩
に
手

を
置
き
ま
し
た
。
そ
の
子
は
ず
っ
と
う

つ
む
い
た
ま
ま
で
し
た
。
と
う
と
う
逆

上
が
り
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。

先
生
は
そ
の
子
に
「
手
を
見
せ
て
ご

ら
ん
」
と
言
い
ま
し
た
。
そ
し
て
「
一

生
懸
命
頑
張
っ
た
ね
。
こ
ん
な
に
豆
が

出
来
て
い
る
。一生
懸
命
練
習
を
し
た

か
ら
ま
め
が
で
き
た
の
よ
。
こ
の
ま
め

は
金
メ
ダ
ル
ね
」
と
手
を
強
く
握
り
ま

し
た
。

す
る
と
、
そ
の
子
に
笑
顔
が
戻
り
ま

し
た
。
見
て
い
た
皆
も
ほ
っ
と
し
ま
し

た
。校

長
が
、
話
し
を
終
え
る
と
、
体

育
館
い
っ
ぱ
い
の
子
ど
も
た
ち
か
ら
大

き
な
拍
手
が
起
こ
り
ま
し
た
。

こ
の
子
は
、
こ
の
先
生
に
教
わ
っ
て

本
当
に
良
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。

こ
の
子
は一
生
こ
の
先
生
を
忘
れ
な

い
で
し
ょ
う
。

更
に
、
こ
れ
に
気
づ
き
、
全
校
児
童

に
話
し
た
校
長
も
素
晴
ら
し
い
と
思
い

ま
す
。

全
て
の
先
生
が
﹃
努
力
は
人
を
裏

切
ら
な
い
﹄
指
導
を
し
て
く
れ
る
か
と

い
う
と
、
残
念
な
が
ら
…
…
…
。
私
も

…
…
…
。

お
父
さ
ん
、お
母
さ
ん
ど
う
で
す
か
。

地
域
の
皆
さ
ん
い
か
が
で
す
か
。

今
の
世
の
中
、
経
済
至
上
主
義
、

効
率
至
上
主
義
、
成
果
至
上
主
義
の

所
が
あ
り
ま
す
。
や
や
も
す
る
と
プ
ロ

セ
ス
︵
結
果
が
出
る
ま
で
の
努
力
の
あ

と
︶
が
軽
く
扱
わ
れ
が
ち
で
す
。

全
て
は
結
果
だ
！
と
言
う
大
人
が
い

ま
す
が
、
子
ど
も
の
う
ち
は
大
人
の
心

遣
い
で
﹃
努
力
し
た
プ
ロ
セ
ス
の
大
切

さ
﹄
を
た
く
さ
ん
実
感
さ
せ
、
将
来

力
強
く
生
き
る
た
め
の
自
信
に
つ
な
げ

て
や
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

名　　　称 電話番号

総務課
総務企画班（選挙管理委員会） 35-2111
財政管財班 35-2110
税務班 35-2112
議会班（議会事務局） 35-2438

住民課
保険住民班 35-2113
地域包括支援センター 30-6000
健康福祉班 35-2414
長柄保育所 35-3102

名　　　称 電話番号
住民課 三島野保育所 35-4310
事業課 産業振興班（農業委員会） 35-4447

地域整備班 35-2114

教育課
学校教育班 35-2437
学校給食センター 35-2003
生涯学習班 ･公民館 35-3242

福祉センター 30-7200
都市農村交流センター 35-0055

役 場 ・
そ の 他
公共施設
電話案内

町 　 公 　 民 　 館	 7月21日㈫、27日㈪、8月3日㈪、10日㈪、17日㈪
町 福 祉 セ ン タ ー	 7月20日㈪、27日㈪、8月3日㈪、10日㈪、17日㈪
都市農村交流センター	 7月23日㈭、30日㈭、8月6日㈭、13日㈭

各公共施設の休館日

平
川
　
あ
ざ
み

青あ
お
だ田

み
な　

生い

き
る
力ち

か
らの

ま
ぶ
し
か
り

薫く
ん
ぷ
う風

や　

足あ
し

の
先さ

き

ま
で

嬰こ

の
笑わ

ら

ひ

紫あ
じ
さ
い

陽
花
の　

一い
っ
し枝

ゆ
れ
れ
ば

皆み
な

ゆ
れ
る

青あ
お
ぞ
ら空

が　

美う
つ
くし

す
ぎ
て

若わ
か
ば
も

葉
燃
ゆ

渡
辺
　
み
の
る

気き

ま
ま
な
る　

男な
ん
に
ょ女

の
心

こ
こ
ろ

七な
な
へ
ん
げ

変
化

河か
せ
ん
じ
き

川
敷　

歓か
ん
せ
い声

上あ

が
る

夏な
つ

の
朝あ

さ

左さ
ゆ
う右

よ
り　

う
ね
り
み
ご
と
な

青あ
お
た
な
み

田
波

桜お
う
と
う
き

桃
忌　

母お
や
こ娘

で
暮く

ら
す

西せ
い
よ
う
か
ん

洋
館

紫あ
じ
さ
い

陽
花 

＝ 

四よ
ひ
ら葩

　
　
　
　
　
七し

ち
へ
ん
げ

変
花
と
も
い
う

角
田
　
揚
子

絡か

ら
み
あ
う　

心こ
こ
ろが

ゆ
れ
る

四よ
ひ
ら葩

か
な

た
く
ま
し
き　

力ち
か
らを
秘ひ

め
て草く

さ
し
げ茂

る

日ひ

ざ射
し
き
て　

全ぜ
ん
し
ん
ひ
か

身
光
る青あ

お
た田

か
な

雨あ
ま
が
え
る
蛙　

ふ
り
ま
わ
さ
れ
しあ

の
一
言

大
野
　
史
恵

誘さ
そ

わ
る
る　

青あ
お
た田
の
風か

ぜ

も穏お
だ

や
か
に

薄う
す
び
さ

日
差
し　

豊ゆ
た

か
な
色い

ろ

の
花は
な
し
ょ
う
ぶ

菖
蒲

紫あ
じ
さ
い

陽
花
の　

浅あ
さ
ぎ黄
ひ
と
色い

ろ愛め

で
る
朝あ

さ

五さ
つ
き
や
み

月
闇　

街が
い
と
う燈
ひ
と
す
じ

田い
な
か
み
ち

舎
道

山
﨑
　
清
風

畦あ
ぜ
み
ち道
に　

苔こ
け

む
す
祠ほ

こ
ら　

青あ
お
た
な
み

田
波

花は
な

つ
け
し　

ま
ま
の
胡き

ゅ
う
り瓜

を

漬つ

け
に
け
り

安や
す

ら
ぎ
の　

池ち
と
う塘
に
撓た

わ

む四よ
ひ
ら葩
か
な

羅う
す
も
のの　

正せ
い
ざ座

の
人ひ

と

に老お

い
を
見み

ず

六
月
の
句
会
よ
り
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急に子どもの具合が悪く
なったとき、医療機関にすぐ
に受診させたほうがよいか迷
われたとき、ご相談ください。
看護師・小児科医が電話で

アドバイスをします。

相談日時

毎日・夜間
　　　午後7時~午後10時まで

電話番号

♯8000

（プッシュ回線・携帯電話）
☎043-242-9939
（ダイヤル回線・♯8000をご
利用いただけない場合）

こ ど も 急 病
電 話 相 談

日曜・休日当番医案内
　日曜・休日当番医は、変更となる場合があります。
　消防本部通信指令課（☎24-0119）へお問い合わせください。

診療時間は午前9時~午後5時までです。

長生郡市夜間急病診療所案内
●診療科目:内科・小児科　診療時間:午後8時~午後11時
　茂原市八千代1-5-4（消防署裏）☎24-1010
●夜間急病診療テレフォン案内　午後7時~翌午前6時　☎24-1011

各 種 相 談 日 程
【　町　】
心配ごと相談 7/21㈫、8/3㈪、10㈪ 午前10時〜午後3時 福祉センター ☎35-0260

人権相談
7/21㈫、8/10㈪ 午前10時〜午後3時 福祉センター ☎35-0260
●いじめ　●扶養相続等の家庭問題　●いやがらせ等の悩みごとに関する相談です。

行政相談 8/10㈪ 午前10時〜午後3時 福祉センター ☎35-0260
※心配ごと相談・人権相談・行政相談については、相談日に限り電話でのご相談も受付しています。

子どもの虐待などの相談
児童福祉法が改正されて相談先が広がりました。
児童相談所や福祉事務所に加え、身近な市町村の窓口が子どもに関
するあらゆる相談や虐待の疑いなどの連絡もお受けいたします。

健康福祉班 ☎35⊖2414

【長生健康福祉センター　:　茂原市茂原1102-1　長生合同庁舎内】※該当日が祝日・振替休日の場合は実施しません。　

女性のための健康相談
奇数月第2火曜日（内科）、偶数月第3水曜日（産婦人科）

地域保健福祉課 ☎22-5914（予約制）午後1時〜3時
未熟児等健康相談 奇数月第1木曜日（原則） （予約制）午後1時〜2時 地域保健福祉課 ☎22-5167

療育相談
年4回（5月、8月、11月、平成22年2月の第2金曜日）

地域保健福祉課 ☎22-5167（予約制）午後1時〜2時

こころの健康相談
第1・2月曜日（精神保健福祉相談）（予約制）午後2時〜3時30分

地域保健福祉課 ☎22-5167第3木曜日（老人精神保健福祉相談）（予約制）午後2時〜3時30分
こどもの発達相談 第4火曜日（原則） （予約制）午後1時〜5時 地域保健福祉課 ☎22-5167
不妊相談 第2木曜日 （予約制）午後1時〜3時 地域保健福祉課 ☎22-5914

DV相談
来所相談は毎週火曜日 （予約制）午前9時〜午後5時

地域保健福祉課 ☎22-5565電話相談は平日午前9時〜午後5時
エイズ相談
HIV等抗体検査

第1・3火曜日 午後1時〜2時
健康生活支援課 ☎22-5167偶数月第3火曜日 午後5時30分〜7時

肝炎ウイルス検査 第1・3火曜日 （予約制）午後1時〜2時 健康生活支援課 ☎22-5167
骨髄バンク登録受付 第1・3火曜日 （予約制）午後1時 健康生活支援課 ☎22-5167
腸内細菌検査（検便） 第1〜4火曜日 午前9時〜11時（4/28、12/22は検査受付なし） 検査課 ☎22-5167
性感染症検査 第1・3火曜日 午後1時〜2時 健康生活支援課 ☎22-5167
※該当日が祝日・振替休日の場合は実施しません。※詳細については電話でお問い合わせください。（☎0475-22-5167）
【　その他　】
弁護士による無料
法律相談 （予約制）8/21㈮

東上総県民センター（長生合同庁舎内）
県政情報課 ☎25-7830

月 / 日
茂 原 地 区

内　科　系 外　科　系

7/19 金 坂 医 院 （ 2 2 ）4 8 8 5 君 塚 病 院 （ 2 5 ）1 8 1 1

7/20 わだ内科クリニック （ 2 0 ）3 1 5 0 公 立 長 生 病 院 （ 3 4 ）2 1 2 1

7/26 茂 原 中 央 病 院 （ 2 4 ）1 1 9 1 鎗田整形外科医院 （ 2 4 ）8 6 8 6

8/2 山 之 内 病 院 （ 2 5 ）1 1 3 1 本納整形外科・内科 （ 3 4 ）5 0 9 1

8/9 粒 良 医 院 （ 2 5 ）8 5 8 0 君 塚 病 院 （ 2 5 ）1 8 1 1

8/16 長生内科神経内科医院 （ 2 4 ）7 7 5 2 宍 倉 病 院 （ 2 4 ）2 1 7 1

8/23 吉 田 医 院 （ 3 4 ）3 0 4 5 三 枝 医 院 （ 2 5 ）2 2 0 3


